
質
問
一

平
成
２４
年
度
監
査
委
員
監
査

の
改
定
を
行
う
理
由
は
。

二

改
定
の
目
的
の
一
つ
に
あ
る
不
適

切
事
項
と
は
何
か
。

三

改
定
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
点

を
検
討
し
た
か
。

四

監
査
結
果
の
評
価
に
お
け
る
判
断

基
準
は
。

答
弁
一
（
代
表
監
査
委
員
）

事
務
の

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
は
所
管
部
署
に
対
す

る
管
理
体
制
や
部
下
職
員
へ
の
育
成
強

化
の
指
導
だ
け
で
な
く
、
監
査
方
法
を

変
え
る
必
要
も
あ
る
と
考
え
た
た
め
。

二

物
品
の
購
入
代
金
の
支
払
い
の
遅

延
や
不
備
の
あ
る
書
類
を
事
務
処
理
し

て
い
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。

三

検
討
項
目
は
監
査
期
日
や
監
査
場

所
、
監
査
対
象
、
予
算
執
行
状
況
の
記

載
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
記
載
、
監
査

方
法
及
び
監
査
結
果
の
記
載
等
で
あ
る
。

四

「
適
正
」
は
、
監
査
し
た
範
囲
の

中
に
不
備
が
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
極
め
て
さ
さ
い
な
不
備
が
あ

っ
た
場
合
。「
お
お
む
ね
適
正
」は
、
軽

微
な
不
適
切
事
項
が
あ
っ
た
場
合
。「
一

部
適
正
さ
を
欠
く
処
理
が
見
受
け
ら
れ

る
」
は
、
法
令
違
反
や
契
約
に
際
し
て

市
に
不
利
益
な
内
容
で
契
約
し
た
と
き

な
ど
、
市
に
実
損
を
与
え
て
い
る
と
き
、

ま
た
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
と
き
で
あ
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

鶴
ヶ
島
に
お
け
る

放
射
線
対
策

質
問
一

被
害
の
状
況
と
対
策
に
つ
い

て
。

二

有
害
鳥
獣
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
。

三

県
が
策
定
し
て
い
る
鳥
獣
保
護
事

業
計
画
と
の
整
合
性
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

平
成
２１
年
度
以
降

は
ア
ラ
イ
グ
マ
と
ハ
ク
ビ
シ
ン
に
よ
る

住
宅
の
屋
根
裏
へ
の
侵
入
や
農
作
物
へ

の
被
害
が
増
加
し
て
い
る
。
被
害
防
除

対
策
を
講
じ
て
も
防
止
で
き
な
い
場
合

に
捕
獲
を
許
可
し
て
い
る
。
２４
年
度
は
、

８
月
末
で
ア
ラ
イ
グ
マ
１５
頭
、
ハ
ク
ビ

シ
ン
６
頭
、
ド
バ
ト
２８
羽
の
捕
獲
と
卵

３
個
を
採
取
し
た
。

二

２３
年
度
か
ら
３
か
年
の
計
画
と
し

て
鶴
ヶ
島
市
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
を
策

定
し
た
。
農
業
従
事
者
を
中
心
に
す
で

に
３１
人
が
ア
ラ
イ
グ
マ
捕
獲
従
事
者
養

成
研
修
を
受
講
し
、
捕
獲
方
法
や
農
業

被
害
の
防
除
対
策
な
ど
を
研
修
し
た
。

今
後
も
こ
れ
を
推
進
し
、
被
害
防
止
に

努
め
る
。

三

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
許
可
は
、
県
の

鳥
獣
保
護
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
鶴
ヶ

島
市
有
害
鳥
獣
捕
獲
許
可
事
務
取
扱
要

領
を
策
定
し
、
被
害
の
発
生
状
況
に
応

じ
て
適
切
に
行
っ
て
い
る
。
県
の
鳥
獣

保
護
事
業
計
画
と
の
整
合
性
は
図
ら
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

空
き
家
対
策
に
つ

い
て

持田 敏明 議員

監査委員監査の改定について

事務のレベルアップを図る

有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て

監査委員が作成した決算審査意見書

ア
ラ
イ
グ
マ
、ハ
ク
ビ
シ
ン
を
捕
獲

大
曽
根
英
明

議
員

つるがしま市議会だより第１６０号〔７〕


